
３．公益上やむを得ず

建築を認める理由について
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石狩市の防災力の現状と課題

大規模災害を想定した、避難物資の確保体制の強化が必要である

⚫ 本市においても直下型の地震が想定されており、避難者は最大で約14,600人と
推計されている

⚫ 令和元年12月現在、市の非常食、飲料水の備蓄は約9,500人分となっている

⚫ 備蓄量を上回る避難物資が必要となった場合の対応方法の充実が必要である

⚫ 市において備蓄をする場合には、備蓄品の購入費に加え、保管するための備蓄
倉庫の建築・維持管理、数年毎の買い替えなどに膨大な費用が必要となる

⚫ 民間事業者等との災害時応援協定に基づく、避難物資の確保体制の強化が必要
である

防災拠点の強化
避難物資の備蓄強化と協定に基づく確保体制の強化を図る

石狩市都市整備骨格方針 都市防災の方針
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民間事業者等との災害時応援協定

令和元年12月現在、食料・飲料、生活物資提供に関連する協定締結先
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防災備蓄倉庫の機能を有しており、公益上やむを得ないと認める

条例上建築できる店舗は、「延べ床面積1,500㎡まで」であるが、
やむを得ず建築を認める理由

市や道央圏の防災力向上に大きく寄与するポテンシャル
✓ 協定締結による防災備蓄品の確保（数量が大きい。飲料水10,000Ｌ）

✓ 大量の物資の搬入・搬出がしやすい店舗構造（物資の扱いやすさ）

✓ 広い駐車場と大規模な倉庫型店舗が防災備蓄倉庫に最適（物資保管基地）

✓ 近接の緊急輸送道路（国道231・337号）から、道央圏・全道へ連携する（緊急
物資輸送拠点）

✓ 石狩湾新港の耐震強化岸壁から近接し、大規模災害時には海からの物資輸送の
拠点に最適（緊急物資輸送拠点）

✓ 大規模災害に備えて整備された道路や港を最大限に活用できる

※市は物資調達の協定締結、さらには施設利用も含めた防災協定の拡充協議を進め、
防災力向上を図る④



今後の協定拡大のねらい

• 倉庫型店舗のメリットである、物資の搬入・搬出、フォークリフトによる物資の扱いやすさ、店舗空間の大
きさを生かしてて、災害時の緊急物資受け入れ倉庫として利用可能としたい。広い駐車場についても物資保
管ヤードとして利用可能としたい。

➢ 近年、大きな災害が発生した場合、国から自治体の支援要請を待たずに支援物資が輸送されるケースが多
く、その保管場所の確保や大量物資を捌く能力などを備える施設が求められている⑤

防災備蓄品の協定締結
食料品（米、パン、インスタント食品、粉ミルク、水ほか）

医療用品（消毒液、絆創膏、体温計、血圧計、マスクほか）

寝具・衣料（毛布、寝具、下着、靴下、衣服ほか）

日用品（電池、懐中電灯、カセットコンロ、紙おむつほか）

その他（ブルーシート、発電機、台車、固形燃料ほか）

当該店舗との備蓄協定のメリット

• 店舗の規模が大きいため、大量の物資が確保できる

➢ 市が自ら備蓄する場合は、備蓄品の購入費に加え、保管するための備蓄倉庫の建築・維持管理、数年毎の
買い替えなどに膨大な費用が必要となる。

• 倉庫型店舗形態のため、トラックで搬入された品物はパレットごとフォークリフトで店内に運ばれ、いつでも
動かしやすい状況である。備蓄品として搬出される場合にも、その利点が生かして迅速な搬出が可能となる

防災力向上へ 大規模倉庫型店舗の優位性

イメージ写真



⑥
申請地

下図 出典：石狩湾新港管理組合 ホームページから

防災力向上へ 立地環境上の優位性

花畔埠頭の耐震強化岸壁から１km程度の距離

国道231号・337号（緊急輸送道路）に接する

• 災害時の緊急物資輸送拠点として、市内は
もとより道央圏やそれ以上の活用も可能と
なる

• 災害発生後、直ちに行う避難・救助、物資
供給のための応急活動を支える緊急輸送道
路に接しており、倉庫型店舗の物資搬出の
機動力と、石狩湾新港地域のトラック輸送
力を生かして備蓄品の迅速な搬出が可能と
なる

花畔埠頭
花畔３号岸壁
（耐震強化岸壁）

至 小樽市

• 花畔埠頭には、道央圏の防災拠点として耐
震強化岸壁が整備されており、岸壁から続
く市道花畔埠頭通を経由して、わずか１km
程度で申請地を結ぶ位置関係にある

• 申請地が災害時の緊急物資の輸送拠点とな
れば、岸壁に到着した貨物は迅速に輸送拠
点に集約され、市内はもとより道央圏への
輸送も可能となる



石狩市都市整備骨格方針（令和２年３月）

申請地
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